
 

 

 

 

兵庫県弁護士会と災害時における連携協力に関する協定を締結 

 

 

 明石市内で大規模な災害が発生した場合に、市民一人ひとりの迅速な生活再建の支援を図り、も

って本市の円滑な復旧復興を実現するため、同会と「災害時における連携協力に関する協定」を締

結します。 

 

 

１ 協定の相手方 

兵庫県弁護士会 会長 中上 幹雄 

兵庫県神戸市中央区橘通１-４-３  

 

２ 協定締結式について 

① 日 時：2022年(令和 4年)11月 28日（月）11時 00分から 

② 場 所：明石市役所本庁舎 3階 303会議室 

③ 出席者：兵庫県弁護士会 会長 中上 幹雄 氏 

      明石市 市長 泉 房穂 

 

３ 兵庫県弁護士会との協定の概要 

〇 兵庫県弁護士会は、被災者に対し相談業務、有益な情報提供等を行う。 

 〇 明石市は、上記相談業務等の広報及び場所の提供に協力する。 

 〇 明石市は、被災者に対する支援情報（制度）等を兵庫県弁護士会に提供する。 

  〇 兵庫県弁護士会は、平常時から市と情報交換、模擬訓練、講演を実施し、相互に連携強化 

に努める。 

 

記 者 提 供 資 料 

202２年(令和 4 年)11 月 25 日 

総 務 局 総 合 安 全 対 策 室 

担 当 ： 池 田 、 広 瀬 

TEL:078-918-5069（内線 2432） 


